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１．第１印象 
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• 政省令委任が多い 
• 商標のドラフティング（５条５項、２７条３項） 
• 商標法３条１項３号（独占適応性）の壁 
• 商標法４条１項１８号（機能的商標排除）の壁 
• 商標の出所表示機能を重視（２６条） 
• 経過装置（特例期間、使用特例出願がない） 
• 攻めと守りのバランス 
 



２．商標の定義 
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• 5点セットの導入 
• 「知覚によって認識することができる」 
（１）動きの商標（2条1項、5条2項1号） 
（２）ホログラム商標（2条1項、5条2項1号） 
（３）色彩商標（2条1項） 
（４）位置商標（2条1項、5条2項5号） 
（５）音の商標（2条1項） 
 



２．商標の定義 
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・店舗の内装は保護できるか？ 



３．商標のドラフティング 

・新商標法5条1項、2項、4項（商標見本、商標のタイプ、商標の詳細な説
明、 

 物件） 
・新商標法5条5項「前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標

を特定するものでなければならない。 」 
  ←拒絶、異議、無効理由、除斥期間適用なし。 
・タイプの記載（動き、色彩、音等） 
・商標見本（動きの図、色見本、楽譜等） 
・商標の詳細な説明（どのように動くか、Pantone C） 
・必要な資料・物件（音声ファイル） 
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３．商標のドラフティング 

  

・出願日認定：商標見本 
・登録商標の範囲：①願書の記載、②商標の詳細 
 な説明、③物件により解釈する（新商標法27
条）。 
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３．商標のドラフティング 

• 色彩商標ー米国型（使用の対象を特定） 
         欧州型（□でＯＫ） 
• 動く商標ー何コマまでかけるか？ 
• 位置商標ー実線と破線、写真？ 
• 音の商標ー簡易な言葉による説明？ 
         オシログラム+詳細な説明？ 
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３．商標のドラフティング（色彩） 
（米国）        （欧州） 

          



３．商標のドラフティング（音） 
（米国）        （欧州） 

          

10 



４．登録要件 
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• 商標法３条１項３号「商品の特徴、役務の特徴を普通
に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」 

  ←独占適応性（３条２項でＯＫ←使用証拠の確保） 
    除斥期間あり（４７条） 
• 商標法４条１項１８号「商品等（「商品若しくは商品の
包装又は役務をいう。第２６条１項第５号において同
じ。）が当然に備える特徴のうち政令で定めるものの
みからなる商標」 

 ←独占適応性（３条２項でもＯＵＴ） 
   除斥期間なし（４７条） 



４．登録要件 

• 商標法５条５項「前項の記載及び物件は、商標登録を受けよ
うとする商標を特定するものでなければならない。」 

 ←除斥期間なし（４７条） 
• 商標の類似（４条１項１１号）←氷山印最高裁判決（最判Ｓ４

３．２．２７・民集２２巻２号３９９頁） 
   文字と音の商標の抵触（審査基準案） 
  -文字商標「ＪＰＯ」 ≒音の商標「ＪＰＯ」（識別力ないメロディ） 
    -文字商標「ＪＰＯ」 ≠ 音の商標「ＪＰＯ」（識別力あるメロディ） 
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５．商標権侵害と効力の制限 
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• 音の商標ー音を発する行為 
        ー音を記録媒体に記録する行為 
        ー「文字商標」ＶＳ「音の商標」   
• 商標法２７条３項「第１項の場合においては、第
５条第４項の記載及び物件を考慮して、願書に
記載した商標の意義を解釈するものとする。」 

• 商標の類似（最判Ｓ４３．２．２７［氷山印］） 
• 商品の類似（最判Ｓ３６．６．２７［橘正宗］） 



５．商標権侵害と効力の制限 
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• 商標法２６条１項６号「需要者が何人かの業務に係る商品
又は役務であることを認識することができる態様により使
用されていない商標」 

  ←抗弁事由 
    Double Identityの場合も適用 
• 商標的使用論の立証責任 
  －原告説、被告説 
• 旧法ではDouble Identifyの場合、出所表示機能以外の機

能も含めて侵害を判断する可能性があった。 
 
 
   



６．経過措置（附則５条） 
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• 特例期間なし 
• 使用特例出願（使用している商標）なし 
 
• 継続的使用権（位置商標適用なし）←地域限定 
• 先使用権（位置商標適用なし）←地域限定なし 
      ↑ 
  使用証拠の確保ー カラー（色彩）、映像（動
き）、   

               録音（音）   
 



７．攻めと守りのバランス 
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（攻め） 
• 積極的に登録（３条２項） 
• 商標法２６条１項６号（抗弁事由） 
• 登録後詳細な説明を補正できない。←５条５項 
• 不正競争防止法２条１項１号 
 
（守り） 
• 情報提供、異議、無効審判（３条、４条、５条５項） 
• 準用特許法１０４条の３（権利行使の制限） 
• 商標法２６条１項６号（非商標的使用の抗弁） 
• 継続的使用権、先使用権 



７．攻めと守りのバランス 
（色彩商標ー米国の事案） 

・原告の登録商標は、靴底が赤色でその他は赤色以外のコント 
 ラストな点が権利範囲であり、被告の靴は権利範囲に入らな

い。 
 （第2巡回控訴裁判所判決（2012年9月5日）ー非侵害 
 米国商標法３７条に基づき、裁判所が商標登録原簿を修正 

 (原告ー靴底のみ赤)        (被告ー全体が赤) 
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ご清聴ありがとうございまし
た。 

ユアサハラ法律特許事務所 
パートナー 弁理士 青木博通 
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